
農業生産現場における対応について

平 成 ２ ４ 年 １ ０ 月

構 成

1. 農林水産省の対応

2. 各品目の対応

（1） 野菜、茶、果実等の農産物

（2） 米

（3） 畜産物

（4） 特用林産物（きのこ等）

（5） 水産物
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・ 各品目の放射性物質調査結果及び生産現場
における取組



農林水産省の対応

 国民に安全な食品を安定的に供給する
ことが基本。

 関係都県や厚生労働省等と連携。
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農産物の汚染経路

 降下した放射性物質の
直接汚染
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 農地に降下した放射性物質
の根からの吸収

葉物野菜 果樹・茶

事故直後 事故直後に樹木に付着した放射
性物質が果実や新芽に転流

事故後の作付け等



各品目の対応

（１） 野菜、茶、果実等の農産物
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野菜等の放射性物質調査結果(23年度末まで)

• 野菜については、事故当初に放射性物質が降下・付着したことに

より、500 Bq/kgを超過したものがあったが、7月以降はほとんどが

100 Bq/kg以下。

（注） 平成24年3月30日までに厚生労働省が公表したデータに基づき作成。

農産物の放射性物質調査概要（放射性セシウム）
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果実や茶等の放射性物質調査結果(23年度末まで)

• 果実や茶等では、降下した放射性物質の付着等により、

一部 500 Bq/kg超過を検出。

（注） 平成24年3月30日までに厚生労働省が公表したデータに基づき作成。

農産物の放射性物質調査概要（放射性セシウム）
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 野菜、果実、茶等の農産物については、

① 放射性物質の低減対策の徹底

② 収穫後の放射性物質調査

により、安全性を確保。

野菜、果実、茶等の農産物に関する取組
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農産物に関する取組

果樹については、樹
体に付着した放射性
物質の影響が大きいと
見られており、樹体表
面の粗皮削り、高圧水
による樹体洗浄等、樹
体表面の放射性物質
を除去。

茶については、葉や樹
体に付着した放射性セシ
ウムの影響が大きいと考
えられるため、剪定・整
枝により、茶に移行する
放射性物質を低減。

果樹の粗皮削り等 茶の剪定

放射性物質の吸収抑制の取組

収穫後の放射性物質調査

• よりきめ細かく汚染の状況を把握するため、調査対象市町村、調査検体数、調査頻度
等を明示

• 23年度に100 Bq/kg を超過したことがある品目については、原則として、調査対象17
都県において生産・出荷のある全市町村で調査。

• 調査対象17都県のうち、複数品目で出荷制限の実績がある７県において、特に綿密
な調査を実施。 9

農地土壌・資材に関する取組

農地土壌を薄く削り取
り、土壌表層に蓄積して
いる放射性物質を除去

表層土と下層土を反転
することで、作物が吸収す
る層の放射性物質濃度を
低減

引き続き、農地の除染や吸収抑制の取組を推進
表土の削り取り 表層土壌と下層土の反転

農地の除染の取組

農地土壌の汚染を招かないようにするため、

１．肥料、土壌改良資材、培土等の資材についても暫定許容値を設定し、
調査を行う

２．許容値を超過するものについては利用の自粛等を徹底

肥料等の資材の調査、利用の自粛
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平成２４年４月以降の検査結果（９月３０日現在）

検査点数
基準値注１

超過点数
超過割合

下段：24年3月まで
超過品目

野 菜 ９，７４６ ２
0.02 %
(0.3 %)注２ ホウレンソウ、アシタバ

果 実 ２，６０１ １０
0.38 %
(8.1 %)

ウメ、クリ、ブルーベリー

茶 ７２５ １３
1.8 %

(8.6 %)注3 茶

麦 １，８１４ ０
0 %

(4.9 %)
（超過なし）
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（注１） 茶の基準値は飲用に供する状態で10 Bq/kg。その他の基準値は100 Bq/kg。
（注２） 野菜の下段データ（24年3月までの超過割合）は、直接降下による汚染が見られなくなった23年7月以降を集計。
（注３） 茶の下段データは、24年3月までの荒茶や製茶の状態で500Bq/kg超のデータを集計（飲用に供する状態での放

射性セシウム濃度は、荒茶の概ね50分の１）
（注４） 平成24年9月30日までに厚生労働省が公表したデータに基づき集計。

• 平成24年4月以降、基準値を超過したものはごくわずか。

• また、平成24年3月までと比べても超過割合は低下。

各品目の対応

各品目の対応

（２） 米
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23年産米の本調査概要（放射性セシウム）

（注） ・平成23年11月17日までに公表されたデータに基づき作成。
・②は①の内数

• 作付制限地域外の作付を行ったところについて１７都県で調査を

行った結果、99.2 ％（福島県では98.4 ％）が 50 Bq/kg 以下。

暫定規制値を超過した放射性セシウムが
検出されたことを受けて

農林水産省は、福島県と連携して実態把握と要因

解析を実施。
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・ 本調査で玄米において放射性セシウムが検出さ
れた地域、特定避難勧奨地点が存在する地域な
どの米を緊急調査

・ 暫定規制値を超えた米の生産ほ場等における
土壌中の放射性セシウム濃度、土壌の性質、用水、
周辺の森林状況等を詳細に調査



（注）平成24年2月7日福島県公表資料より。

福島県における玄米の緊急調査結果

• 福島県において玄米の緊急調査を実施（29市151旧市町村：23,247戸、32,755点）

• 調査の結果、 97.5％(22,664戸)が100Bq/kg以下

• 暫定規制値（500 Bq/kg）超の米を生産した農家は38戸（生産量54t）で、

特定避難勧奨地点の付近等に限定的に出現
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暫定規制値を超過した放射性セシウムを含む米が
生産された要因の解析（中間報告（１））

② 通常の水田ではカリ肥料が不足することはないにも関わらず、当該水
田ではカリ肥料の施用量が 少なかったため土壌中のカリウム濃度が低
く、放射性セシウムが根から吸収されやすかったと考えられる。
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① 土壌中の放射性セシウム濃度が高い。



暫定規制値を超過した放射性セシウムを含む米が
生産された要因の解析（中間報告（２））

③ 山間部の狭隘な水田は、耕うんが浅く、常時湛水状態のため、

根張りが浅く、根が主に分布している土壌表層に高濃度の放射性

セシウムが残り、放射性セシウムを吸収しやすい状態にあった。
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稲株を抜いたところ稲株を抜いたところ土壌の層別セシウム濃度土壌の層別セシウム濃度
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24年産米の取組

 23年産米の調査結果を基に、

① 警戒区域や計画的避難区域のほか、500 Bq/kgを超過した値
が見られた地域等については 作付制限

② 100~500 Bq/kgの値が一定程度見られた地域等については、

事前に出荷を制限し、除染や吸収抑制対策を行った上で、地域
の米の全量を管理・検査することを条件に作付け

 それ以外の地域については、抽出検査により安全性を確保する
こととし、23年産の調査結果等を基に検査方法を設定

→  特に100 Bq/kgを超える米が検出される可能性のある地域では濃密に検査

（50 Bq/kg を超過した値がみられた旧市町村及び隣接旧市町村では
全戸検査相当の程度（1ha当たり1点）で検査） 18

米については、作付制限と収穫後の検査の組合せにより
安全性を確保



浪江町

大熊町

双葉町

富岡町

楢葉町

川内村
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24年産稲の作付制限等の対象区域

作付制限区域

福島第一原子力発電所

事前出荷制限区域

23年産米で500ベクレル超過を
検出した旧市町村

管理計画に基づき米の全量管理・全
袋調査を行うことにより、作付を行
うことができる区域

23年産稲の作付制限
を行った区域

福島県

各品目の対応

（３） 畜産物

20



（注） 平成24年3月30日までに厚生労働省が公表したデータに基づき作成（原乳は平成24年4月3日まで）。

畜産物の放射性物質調査結果（23年度末まで）①

• 原乳については、原発事故当初に200 Bq/kgを超過したものがあったが、平成

23年4月以降は全て50 Bq/kg以下。

• 牛肉については、高濃度の放射性セシウムを含む稲わら等の給与により500 

Bq/kgを超過。

畜産物の放射性物質調査概要（放射性セシウム）
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（注） 平成24年3月30日までに厚生労働省が公表したデータに基づき作成。

畜産物の放射性物質調査結果（23年度末まで）②

• 豚、鶏はトウモロコシ等の輸入飼料への依存度が高く、これまで調査した豚肉・

鶏肉・鶏卵については大部分（99%）が100 Bq/kg以下。

畜産物の放射性物質調査概要（放射性セシウム）
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 畜産物については、

① 新基準値に対応した飼養管理の徹底

② 放射性物質調査

により、安全性を確保。

畜産物に関する取組

23

○ 食品の新基準値（食肉100 
Bq/kg、牛乳50 Bq/kg）を超えな
い食肉や牛乳が生産されるよう、
飼料の暫定許容値を改訂

旧暫定許容値（Bq/kg） 新暫定許容値（Bq/kg）

牛 ３００※ １００

豚 ３００ ８０

鶏 ３００ １６０

養殖魚 １００ ４０

１．飼料の新暫定許容値以下の粗飼料（牧草等）への速やかな
切替え

２．新暫定許容値以下の牧草生産が困難な牧草地の反転耕等
による除染対策の推進

３．代替飼料確保や牧草地の除染対策の支援

※例外として、一定の条件を満たす場合は3,000 Bq/kg。

飼料の暫定許容値の改訂

家畜の飼養管理等の指導

畜産物に関する取組（飼養管理）

24



畜産物に関する取組（調査）

 放射性物質調査の強化

① 牛肉の全頭・全戸調査

これまで出荷制限対象４県（岩手、宮城、福島、栃木）

に限定し、出荷の条件として全頭・全戸調査を実施

→ 茨城、群馬、千葉でも、モニタリング調査として

全戸調査を実施

② 乳の調査頻度

これまで２週間に１度調査を実施

→ ７県（岩手、宮城、福島、茨城、栃木、群馬、

千葉）では、１週間に１度に強化
25

平成２４年４月以降の検査結果（９月３０日現在）

26

（注１） 原乳の基準値は50 Bq/kg。牛肉は経過措置のため平成24年9月30日まで500Bq/kg。
その他の基準値は100 Bq/kg。

（注２） 平成24年９月30日までに厚生労働省が公表したデータに基づき集計。

検査点数
基準値注１超

過点数
超過割合

原 乳 １，０１６ ０ 0 %

牛 肉 ６５，０６６ ０ 0 %

豚 肉 ４２６ １ 0.23 %

鶏 肉 １４１ ０ 0 %

鶏 卵 ２２０ ０ 0 %

• 平成24年4月以降、基準値を超過したものは豚肉１点のみ。



各品目の対応

（４） 特用林産物（きのこ等）
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（注） 平成24年3月30日までに厚生労働省が公表したデータに基づき作成。

きのこ等の特用林産物のモニタリングの状況について

• きのこ等の特用林産物の食品モニタリングの検査結果をみると、

100 Bq/kgを超えるものは、原木しいたけでは全検査点数の

約33％、山菜では全検査点数の約26％。
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○ 食品の基準値（100 Bq/kg）を
超えないきのこが生産されるよう、
きのこ原木・菌床用培地の「当面
の指標値」を設定

１．安全なきのこ原木の確保 （安全な原木の購入支援、需給マッチング）

２．汚染低減の支援 （原木除染、簡易ハウス導入、汚染低減技術の普及）

３．検査の強化
都道府県にきのこ原木等の状況の点検や原木きのこ等の特用林産物の
出荷前検査を要請

４．野生きのこ・山菜の採取に関する情報提供
ホームページ、パンフレットによる情報発信、巡回指導

きのこ原木・菌床用培地の安全基準の設定

生産現場における取組

きのこ等の特用林産物に関する取組

29

当初
(Bq/kg)

現行
(Bq/kg)

きのこ原木 １５０ ５０

菌床用培地 １５０ ２００

平成２４年４月以降の検査結果（９月３０日現在）

30（注） 平成24年9月30日までに厚生労働省が公表したデータに基づき集計。

検査点数 基準値超過点数
超過割合

下段：24年3月まで

原木しいたけ ８２３ ２００
24.3 %
（33%）

菌床しいたけ ３８５ ０
0 %

（2.5%）

山 菜 １，６２４ １９３
11.9%
(26%)

• 平成24年4月以降、原木しいたけや山菜では基準値を超過したもの

がある状況。

• 平成24年4月以降、菌床しいたけで基準値を超過したものはない。
出荷制限指示（平成２４年９月３０日時点）

・原木しいたけ（露地栽培） ： 6県（93市町村）
・原木しいたけ（施設栽培） ： 4県（15市町）
・山菜（たけのこ・くさそてつ等）： 6県（85市町村）



各品目の対応

各品目の対応

（５） 水産物

31

水産物の調査結果（全国：18,514点）

・ 水産物では、87.9%（18,514検体中16,282検体）が100 Bq/kg以下

（注）・平成24年9月30日までに水産庁が公表したデータを基づき作成。
・福島県沖では全ての沿岸漁業及び底びき網漁業で操業を自粛（ただし、ミズダコ、ヤナギダコ、スルメイカ、ヤリイカ、ケガニ、沖合性のツブ貝

（シライトマキバイ、チヂミエゾボラ、エゾボラモドキ及びナガバイ）及びキチジを対象とした試験操業を除く。） 32
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水産物に関する取組（調査）

内水面魚種

（例：ヤマメ・ワカサギ・
アユ等）

漁業権の範囲等を考慮して県域を適切な区域に
分け、主要区域で検体採取。

沿岸性魚種等（例：コ
ウナゴ、スズキ、カレ
イ等）

水揚げや漁業管理の実態、漁期等を考慮し、県
沖を区域に分け、主要水揚港において検体採取。
表層、中層、底層等の生息域を考慮して調査。

回遊性魚種（例：カツ
オ、イワシ・サバ類、
サンマ等）

回遊の状況等を考慮して、漁場を千葉県から青森
県の各県沖で区分（県境の正東線で区分）し、区
域毎の主要水揚港において検体採取。

水産物の調査の考え方

33

○ 調査対象魚種の拡大や調査頻度の増加など調査を強化
・過去に50Bq/kgを超えたことのある魚種や主要水産物を中心に調査
・近隣県の調査結果を参考

（注） 平成24年9月30日現在

イカ・タコの例表層の魚の例 底層の魚の例Bq/kg福島県Bq/kg 福島県

（注） 平成24年9月30日現在

（注） 福島県沖では全ての沿岸漁業及び底びき網漁業で操業を自粛（ただし、ミズダコ、ヤナギダコ、スルメイカ、ヤリイカ、ケガニ、 沖合性の
ツブ貝（シライトマキバイ、チヂミエゾボラ、エゾボラモドキ及びナガバイ）及びキチジを対象とした試験操業を除く。）

福島県Bq/kg

水産物と放射性セシウム（海面）
○ シラスなどの表層の魚では、時間の経過とともに基準値を下回る状況。カレイやヒラメ等の

底魚を中心として、現在でも基準値を上回る値を示す魚種が存在。また、イカ・タコ、エビ・
カニ、 海藻類でも基準値を下回る状況。

○ 生息域の環境や食性等が品目毎の傾向に関係。

平成23年 平成24年 平成23年 平成24年 平成23年 平成24年

34



海面 内水面

青森県 マダラ(青森県太平洋海域）

岩手県 マダラ(岩手･宮城県境の正東線以南) イワナ､ウグイ(一部の河川等)

宮城県
マダラ(1kg以上の魚･宮城県沖)、スズキ､ヒガンフグ､ヒラメ､
クロダイ(金華山以南の宮城県沖)

イワナ､ウグイ､ヤマメ(一部の河川等)

福島県 ヒラメ等40魚種(福島県沖)
アユ､イワナ､ウグイ､コイ､フナ､ヤマメ､ウナギ(一部の河川
等)

茨城県
シロメバル､スズキ､ニベ､コモンカスベ､イシガレイ（茨城県
沖)､ヒラメ(北緯36度38分以北の茨城県沖)

アメリカナマズ､ウナギ､ギンブナ(一部の河川等)

栃木県 － イワナ､ウグイ､ヤマメ(一部の河川等)

群馬県 － イワナ､ヤマメ(一部の河川等)

千葉県 － ギンブナ(手賀沼)

海面 内水面

福島県 － ヤマメ(新田川)

水産物に関する出荷制限

35

○ 食品の放射性セシウム基準値を超え、かつ地域的な広がりが認めら

れる水産物について、原子力災害対策本部長が関係都道府県知事に
対し当該水産物の出荷制限等を指示

摂取･出荷制限

出荷制限

（注） 平成24年9月30日現在

福島県 福島県沖では全ての沿岸漁業及び底びき網漁業で
操業を自粛（ただし、ミズダコ、ヤナギダコ、スルメイカ、
ヤリイカ、ケガニ、沖合性のツブ貝（シライトマキバイ、
チジミエゾラボラ、エゾラボラモドキ及びナガバイ）及
びキチジを対象とした試験操業を除く。）

宮城県 一部海域でアイナメの水揚自粛

茨城県 海域別にアイナメ、ヒガンフグ及びアカエイ等の生産
自粛

福島県等における自主規制措置

○ 福島県や近隣の宮城県及び茨城県では、食品の基準値（100Bq/kg）を超え
る恐れのある水産物の出荷を控えるため、自主規制を実施

水産物に関する取組（自主規制）

36（注） 平成24年9月30日現在



消費者への情報提供について
○ 平成23年10月から、東日本太平洋側で漁獲された生鮮水産物を中心に、生産水域の区画及

び水域名を明確化し、原産地表示を推奨。
○ これにより、放射性物質の調査の情報を消費者にわかりやすく伝達。

生鮮水産物の産地表示について
回遊性魚種にかかる水域区分図

②三陸北部沖

③三陸南部沖

④福島県沖

⑤日立・鹿島沖

⑥房総沖

千葉県
野島崎正東線

【回遊性魚種】
ネズミザメ、ヨシキリザメ、アオザメ、いわし類、
サケ・マス類、サンマ、ブリ、マアジ、カジキ類、
サバ類、カツオマグロ類、スルメイカ、ヤリイカ、
アカイカ

福島県茨城県
境界正東線

茨城県千葉県
境界正東線

岩手県宮城県
境界正東線

宮城県福島県
境界正東線

本土から２００海里の線

①北海道・青森県沖太平洋
(北海道青森沖太平洋）
（北海道青森太平洋） 青森県岩手県

境界正東線

取組例

37


